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◆各園の連絡先・定員など◆

地区 保育園名 電話番号
定員
（人）

乳児保育
受入月齢

村上

第一保育園 52－3085 90 ４か月

第二保育園 52－2488 90 ４か月

岩船保育園 56－7124 120 ４か月

瀬波保育園 52－4400 90 ４か月

上海府保育園 58－2026 30 11か月
山辺里保育園 53－1541 90 ４か月

山居町保育園 52－4179 90 11か月

荒川
金屋保育園 62－2355 100 11か月
あらかわ保育園 62－0015 200 ４か月

神林
向ヶ丘保育園 66－8330 140 ４か月

みのり保育園 66－8370 120 ４か月

朝日

舘腰保育園 72－1554 100 ４か月

三面保育園 72－1230 45 11か月
高南保育園 72－1153 90 11か月
猿沢保育園 72－1170 90 ４か月

塩野町保育園 73－1050 90 11か月

山北
山北にじいろ保育園 77－2012 80 ４か月

山北おおぞら保育園 77－2620 90 ４か月

村上
認定こども園

村上こひつじ保育園
52－4431 21 6か月

新制度に移行予定の地域型保育事業施設

地区 施 設 名 電話番号 定員
乳児保育
受入月齢

村上

ゆりかご保育園

（小規模保育事業所）
53－2575 15 ３か月

託児所マイマイ

（小規模保育事業所）
52－6706 ７ 12か月

朝日

老人保健施設

「杏園」内施設

（事業所内保育所）

60－2222
３人

程度
12か月

受
付
期
間

　

11
月
４
日
㈫
〜
11
月
18
日
㈫

　

※
土
、
日
曜
日
を
除
く

申
し
込
み
で
き
る
人

・
村
上
市
に
住
民
登
録
を
有
し
て
い
る
。

・
父
母
お
よ
び
祖
父
母
な
ど
が
就
労
や
傷
病

な
ど
の
理
由
で
保
育
を
必
要
と
し
て
い
る
。

入
園
決
定
ま
で
の
流
れ

　

平
成
27
年
度
か
ら
「
子
ど
も
・
子
育
て
支
援

新
制
度
（
下
記
参
照
）」
へ
移
行
す
る
た
め
、
例

年
と
違
い
、
次
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

①
市
に
「
保
育
を
必
要
と
す
る
認
定
申
請

書
」
を
提
出
し
ま
す
。

　

②
申
請
書
の
内
容
に
よ
り
、
各
家
庭
の
状

況
を
総
合
的
に
判
断
し
て
「
支
給
認
定

証
」
を
各
家
庭
に
交
付
し
ま
す
。
月
の

就
労
時
間
な
ど
に
よ
り
保
育
を
受
け
ら

れ
る
時
間
（
標
準
時
間
保
育
11
時
間
以

内
、
短
時
間
保
育
８
時
間
以
内
）
の
決

定
も
併
せ
て
行
い
ま
す
。

　

③
交
付
さ
れ
た
認
定
証
に
基
づ
き
、
利
用

す
る
保
育
園
を
選
択
し
「
利
用
申
請
書
」

を
提
出
し
ま
す
。

　

④
入
園
決
定
に
つ
い
て
は
、
来
年
１
月
末
頃

に
「
入
園
承
諾
書
」
を
交
付
す
る
予
定
で

す
。
入
園
希
望
の
多
い
保
育
園
で
は
、
入

園
調
整
な
ど
を
行
う
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※
①
と
③
の
申
請
を
同
時
に
行
う
こ
と
が
で

き
ま
す

利
用
者
負
担
額
（
保
育
料
）

　

新
制
度
移
行
後
の
利
用
者
負
担
額
は
現
行

の
保
育
料
の
水
準
を
基
本
と
し
て
、
国
が
示

す
基
準
に
基
づ
き
市
が
新
た
に
決
定
す
る
予

定
で
す
。
現
在
国
か
ら
示
さ
れ
て
い
る
基
準

で
は
、
現
行
の
父
母
の
所
得
税
に
よ
る
算
定

か
ら
、
住
民
税
に
よ
る
算
定
方
法
に
変
更
さ

れ
ま
す
。

そ
の
他

　

詳
し
く
は
市
役
所
福
祉
課
お
よ
び
各
支
所

地
域
振
興
課
に
あ
る
「
入
園
の
ご
案
内
」
を

ご
覧
に
な
る
か
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
「
ラ

イ
フ
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
」
の
「
入
園
入
学
」
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

●
申
し
込
み
お
よ
び
問
い
合
わ
せ

［
保
育
園
］

　

福
祉
課
子
育
て
支
援
室

　

☎
53
‐
２
１
１
１
（
内
線
２
４
１
）

　

ま
た
は
各
支
所
地
域
振
興
課
地
域
福
祉
室
、

各
保
育
園

保
育
園
の

入
園
申
し
込
み
を

受
け
付
け
ま
す

　平成24年８月、子ども・子育てをめぐるさまざ
まな課題を解決するために、「子ども・子育て支

援法」という法律ができました。

　この法律と、関連する法律に基づいて、幼児期

の学校教育や保育、地域の子育て支援の量の拡充

や質の向上を進めていく「子ども・子育て支援新

制度」が平成27年４月に本格的にスタートする予
定です。

子ども・子育て支援新制度とは

平成27年度


